
消防職員非常招集訓練の実施について 

１ 目 的 

年末火災特別警戒に伴い非常招集訓練を行うことで、全消防職員が迅速に情報を伝達し、確実な手 

段を用いて指定の場所に参集することにより、組織として災害に即応できる初動体制を確立し危機管 

理体制の強化を図ります。また、効率的な招集のあり方を検証するとともに、今後の非常事態に対処 

し得る職員の招集、伝達、報告等の自発的行動を養うことを目的とします。

２ 実施日 

年末火災特別警戒実施期間の中期警戒期間中（１２月１５日から１２月２５日までの間）に抜き打 

ちで実施します。

３ 招集命令者 

年末火災特別警戒本部長（消防局長）

 ４ 対象者 

  全消防職員（３次非常招集） 

５ 訓練内容 

 ３次非常招集発令に基づき、職員は直ちに所属へ参集します。 

 勤務中の職員及び参集した職員のうち所定の職員が、尼崎市記念公園敷地内（ベイコム総合体育 

館前）に集結し、本部長が査閲を実施します。（昨年度は車両２１台９０名が集結） 

６ その他 

 昨年度は、１２月１８日（水）午前５時５０分に第３次非常招集(訓練)を発令しました。 

 今年度の非常招集訓練は、昨年度と同様、尼崎市消防局と伊丹市消防局が同日一斉に実施予定と 

しています。 

 当日の写真についても、提供させていただきます。 

以 上 

令和元年１２月５日
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過去の実施記録

２　本部長による査閲

３　本部長による講評

１　記念公園敷地内（ベイコム体育館前）に集結し、車両及び人員を報告。


